
　

次
の
手
順
で
滞
納
整
理
を
行
っ
て
い
ま
す
。

納
期
限

督
　
促

	
	

督
促
状
を
納
期
限
後
20
日
以
内
に
発
送

し
ま
す
。

催
　
告

	
	

自
主
納
付
を
促
す
た
め
、
文
書
で
催
告

書
を
発
送
し
ま
す
。

	

※	

催
告
書
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、

差
押
え
を
実
施
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

財
産
調
査

	
	

滞
納
税
に
充
当
で
き
る
財
産
の
有
無

に
つ
い
て
、
金
融
機
関
・
勤
務
先
・
取

引
先
等
の
調
査
を
行
い
ま
す
。

差
押
え

	
	

預
貯
金
・
不
動
産
・
給
与
・
売
掛
金
・

自
動
車
等
の
差
押
え
を
行
い
ま
す
。

	

※	

必
要
が
あ
れ
ば
居
宅
等
を
捜
索
し

ま
す
。

取
立
て
・
公
売	

	
強
制
的
に
取
立
て
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

公
売
等
で
売
却
。

滞
納
税
に
充
当	

滞
納
額
が
な
く
な
る
ま
で
行
い
ま
す
。

◎
捜
索
に
よ
る
差
押
え
と
は

　

	　

滞
納
し
て
い
る
税
を
完
納
し
な
い
個
人
お
よ
び
法

人
に
対
し
て
、
家
宅
捜
索
を
行
い
、
財
産
を
差
し
押

さ
え
ま
す
。
な
お
、
滞
納
処
分
に
伴
う
捜
索
は
、
裁

判
所
の
許
可
（
令
状
）
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　

平
成
24
年
度
に
捜
索
を
実
施
し
、
タ
イ
ヤ
ロ
ッ
ク
や

動
産
を
差
し
押
さ
え
ま
し
た
。
差
し
押
さ
え
た
動
産
は

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
に
て
売
却
し
、
滞
納
税
に
充
当

し
ま
し
た
。

納税はあなたの義務です
STOP!滞納

　市では皆さんに納めていただいた税金により、快適で住
みやすいまちづくりを行っています。税金は皆さんの生活
に欠かすことのできない福祉や教育など、さまざまな行政
サービスを行うための大切な財源です。税金の滞納は市の
財政を圧迫し、行政サービスに支障をきたすことにつなが
ります。
　税金は納期限内に納めていただくことが原則です。納め
忘れの場合でも、納期限内に納付しないで放置しておくと
法律に基づく差押え（滞納処分）を受けることがあります。
　市では、厳しい姿勢で処分の強化に取り組んでいます。

　
督
促
状
発
送
後
、
10
日
を
経
過
し
た
日
ま
で

に
完
納
し
な
い
と
き
は
「
滞
納
者
の
財
産
を
差

し
押
さ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
法
律
で
規

定
さ
れ
て
い
ま
す
。

捜
索
に
よ
る
差
押
え
の
実
施

滞
納
処
分
の
流
れ

【
タ
イ
ヤ
ロ
ッ
ク
さ
れ
た
軽
自
動
車
】

【
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
で
売
却
し
た
動
産
の
一
部
】

▲焼き物
◀絵画

タイヤロックの状況
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税
金
を
納
期
限
内
に
納
め
な
か
っ
た
場
合
は
、
本
税
の
ほ
か

に
延
滞
金
が
か
か
り
ま
す
。
こ
れ
は
納
期
限
ま
で
に
納
め
た

方
と
の
公
平
性
を
図
る
た
め
で
す
。

　

延
滞
金
は
未
納
税
額
に
対
し
て
年
利
14
・
6
％
の
割
合
（
※

滞
納
し
た
税
額
1
万
円
に
つ
い
て
1
日
当
り
4
円
）
で
計
算
し

ま
す
。

※	

納
期
限
の
翌
日
か
ら
１
か
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間

は
、
そ
の
年
に
よ
っ
て
割
合
が
異
な
り
ま
す
。

　

笠
間
市
を
支
え
る
の
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
税
金
で
す
。

そ
こ
で
市
で
は
、
税
務
署
職
員
・
税
理
士
と
協
力
し
、
市
内
小
・

中
学
校
を
対
象
に
、
税
に
つ
い
て
の
正
し
い
知
識
・
理
解
を
早

い
段
階
で
持
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
租
税
教
室
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

　

平
成
24
年
度
は
東
中
・
友
部
中
・
岩
間
中
・
友
部
小
で
租
税

教
育
を
行
い
ま
し
た
。
住
み
や
す
い
ま
ち
づ
く
り
が
成
り
立
っ
て

い
る
の
は
、
税
金
が
き
ち
ん
と
納
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
生
徒
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

今
後
も
税
に
対
し
て
の
正
し
い
知
識
を
持
っ
て
も
ら
う
た
め

に
、
租
税
教
育
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

　

事
情
に
よ
り
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、そ
の
ま
ま
放
置
せ
ず
、

ま
ず
は
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。
連
絡
が
な
い
と
個
別
の
事
情
を

市
で
は
把
握
で
き
な
い
た
め
、
法
令
に
基
づ
き
滞
納
処
分
を
行

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

通
常
業
務
時
間
内
に
来
庁
で
き
な
い
方
の
た
め
に
休
日
・
夜

間
に
納
税
相
談
窓
口
を
開
設
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

【
問
合
せ
】　

税
務
課　

納
税
等
特
別
対
策
室

　
　
　
　
　
　
（
内
線
１
１
８	

・	

１
１
９	

・	

１
２
０
）

インターネット公売を実施します
　市では次の日程でインターネット公売および下見会を実施します。
■インターネット公売
　公　売　の　場　所：	ヤフー株式会社が提供するインターネット公売システム上
　公売参加申込期限：	7月		5日（金）午後1時〜7月19日（金）午後11時
　入 　 札 　 期 　 間：	7月26日（金）午後1時〜7月28日（日）午後11時
　最高価申込者決定日：	7月29日（月）午前10時
　代 金 納 付 期 限：		8月		5日（月）午後2時30分まで
　出　品　予　定　品：	笠間焼のつぼ、絵画、版画の3点予定
　詳細は笠間市HPをご覧ください。http://www.city.kasama.lg.jp/index.php?code=2419
　※インターネット公売は中止になることがあります。
■下見会
　日時：	7月9日（火）午前10時〜午後3時　　※事前申込は不要です。
　会場：市民センターいわま2階会議室（笠間市下郷5140）

差押財産 24年度 23年度 22年度

預貯金 412件 268件 359件

不動産 88件 87件 97件

給与・報酬 60件 11件 4件

生命保険 20件 12件 －

動産・その他 23件 4件 1件

合　計 603件 382件 461件

市
が
行
っ
た
差
押
処
分
の
実
績

納
税
意
識
を
高
め
る
た
め
に

事
情
が
あ
る
場
合
は
相
談
を

市
税
を
納
期
ま
で
に
納
め
な
か
っ
た
場
合

休
日
・
夜
間
窓
口
の
開
設
（
税
務
課　

納
税
等
特
別
対
策
室
）

○
休
日　

毎
月
の
最
終
日
曜
日	
午
前
8
時
30
分
～
正
午

○
夜
間　

毎
週
水
曜
日　
　
　

	

午
後
5
時
15
分
～
7
時
30
分

　
　
（
年
末
年
始
・
祝
日
を
除
く
）
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